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①事業報告 
 

 当行の新株予約権等に関する事項 

 

1．事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 

[第1回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2008年7月25日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2008年7月26日から2033年7月25日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新 株 予 約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

178個 当行普通株式 17,800株 2名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

20個 当行普通株式 2,000株 1名 

監査等委員である取締役 19個 当行普通株式 1,900株 1名 

 

[第2回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2009年7月23日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2009年7月24日から2034年7月23日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

218個 当行普通株式 21,800株 2名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

22個 当行普通株式 2,200株 1名 

監査等委員である取締役 21個 当行普通株式 2,100株 1名 
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[第3回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2010年7月23日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2010年7月24日から2035年7月23日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

286個 当行普通株式 28,600株 2名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

29個 当行普通株式 2,900株 1名 

監査等委員である取締役 28個 当行普通株式 2,800株 1名 

 

[第4回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2011年7月26日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2011年7月27日から2036年7月26日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

415個 当行普通株式 41,500株 2名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

62個 当行普通株式 6,200株 2名 

監査等委員である取締役 29個 当行普通株式 2,900株 1名 

 

[第5回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2012年7月27日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2012年7月28日から2037年7月27日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

564個 当行普通株式 56,400株 3名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

66個 当行普通株式 6,600株 2名 

監査等委員である取締役 33個 当行普通株式 3,300株 1名 
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[第6回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2013年7月26日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2013年7月27日から2038年7月26日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

484個 当行普通株式 48,400株 4名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

48個 当行普通株式 4,800株 2名 

監査等委員である取締役 23個 当行普通株式 2,300株 1名 

 

[第7回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2014年7月25日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2014年7月26日から2039年7月25日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

648個 当行普通株式 64,800株 5名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

52個 当行普通株式 5,200株 2名 

監査等委員である取締役 25個 当行普通株式 2,500株 1名 

  

[第8回新株予約権] 

Ａ．新株予約権の割当日 2015年7月24日 

Ｂ．新株予約権の行使期間 2015年7月25日から2040年7月24日まで 

Ｃ．権利行使価額（１株当たり） １円 

Ｄ．権利行使についての条件  

新株予約権者は、当行の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 

10日を経過する日までに限り行使できるものとする。 

 新株予約
権の数 

目的となる株式の 
種類及び数 

新株予約権等を
有する者の人数 

取 締 役 
( 監 査 等 委 員 及 び 
社 外 取 締 役 を 除 く ) 

433個 当行普通株式 43,300株 5名 

社 外 取 締 役 
( 監 査 等 委 員 を 除 く ) 

30個 当行普通株式 3,000株 2名 

監査等委員である取締役 28個 当行普通株式 2,800株 2名 

  



  

- 5 -  

2．事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等 

  該当事項はありません。
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②事業報告 
 

 業務の適正を確保する体制 

 

（1）業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議内容の概要 

当行は、業務の適正を確保する体制の整備に係る基本方針を、取締役会において次のとおり決議して 

おります。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

Ａ．役職員が遵守すべき倫理基準及び具体的な行動指針を規定した「倫理綱領（企業行動原理及び役職 

員の行動規範）」を制定し、継続的なコンプライアンス研修等により全役職員に周知徹底を図る。 

Ｂ．原則として、全営業店・本部各部にコンプライアンス・オフィサーを配置し、さらにコンプライア 

ンス統括部署を設置してコンプライアンス態勢の強化を図るとともに、コンプライアンス委員会は 

コンプライアンス態勢確立のための具体的方策の立案や問題点の改善について協議を行い、その内 

容は取締役会に報告する体制とする。 

Ｃ．コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを年度 

毎に策定し、継続的なコンプライアンス態勢の強化・充実を図る。 

Ｄ．取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、社外取締役が過半数を占める監査 

等委員会を設置するとともに、当行グループから独立した社外取締役を選任する。 

Ｅ．業務執行部門から独立した内部監査部署を設置し、内部監査方針及び内部監査規程にしたがい内部 

監査を実施する。 

Ｆ．内部通報制度を設け、当行グループの役職員が当行のコンプライアンス統括部署又は社外窓口（弁 

護士）に直接通報できる体制とする。 

Ｇ．マネー・ローンダリング等防止にかかる基本方針を定め、当行グループ一体となってマネー・ロー 

ンダリング及びテロ資金供与の防止に向け、業務の適切性を確保すべく管理態勢を整備する。 

Ｈ．反社会的勢力に対する基本方針を定め、当行グループ一体となって市民社会の秩序や安全に脅威を 

与える反社会的勢力とは断固として対決し、一元的な管理体制の構築により関係遮断を徹底する。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、文書保存を定める規程にしたがい、適切に保存・保管する。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

Ａ．当行グループは、業務執行に係るリスクとして以下のリスクを認識する。 

ａ.信用リスク  

ｂ.市場リスク  

ｃ.流動性リスク  

ｄ.オペレーショナル・リスク 

Ｂ．リスク管理の基本方針を定める統合的リスク管理規程にもとづき、上記のリスク種類ごとにリスク 

管理主管部署を定め、さらにそれを統合的に管理するリスク統括部署を設置し、グループ会社を含 

めた統合的リスク管理体制の確立を図る。また、資産・負債の総合管理や統合的リスク管理等を目 

的にＡＬＭ委員会を設置し、当委員会で具体的な協議を行う。 

Ｃ．不測の緊急事態の発生に対しては、危機管理基本規程を定め、グループ会社を含めた危機管理対応 

ができる体制とする。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当行は、監査・監督機能の強化、意思決定の迅速化、経営の透明性の向上を目的に、会社法上の機関

設計として「監査等委員会設置会社」を採用する。 

Ａ．監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確にするため、執行役員制度を導入する。また、業 

務執行に係る協議機関として経営執行会議を設置し、経営の重要事項について多面的な検討を行う。 

Ｂ．取締役会を定例及び必要に応じて随時開催するほか、経営意思決定の機動性を確保するため、法令 

等に照らし取締役会の決議を要しない事項、ならびに定款にもとづき重要な業務執行の決定権限の 

一部を経営執行会議等及び執行役員に委任する。経営執行会議等及び執行役員に委任する範囲につ 

いては、「取締役会規程」及び「職務権限規程」に明確に定め、取締役会はそれらの職務の執行状況 

を監督する。 
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Ｃ．組織規程で定める機構、事務分掌、職務権限にもとづいて効率的な業務執行を実現する。 

⑤ 当行並びにグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当行グループ一体となって総合金融機能を発揮して地域に貢献するため、当行にグループ会社の運営

統括部署を設置し、グループ会社の運営規程等を定めて、グループ会社におけるコンプライアンス、当

行への報告、リスク管理、職務執行の効率性など業務運営の適正を確保する。 

Ａ．グループ会社のコンプライアンス態勢を整備するほか、コンプライアンス・プログラムを年度毎に 

策定し、グループ会社の継続的なコンプライアンス態勢の強化・充実を図る。また、グループ会社 

に対し当行の内部監査部署による監査を実施する。 

Ｂ．グループ会社は、事業計画、営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当行へ定期的に報 

告するほか、法令等の違反行為等、グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し 

たときは、直ちに当行へ報告する。 

Ｃ．グループ会社のリスク管理方針を定めて、グループ会社の業務執行に係るリスクを網羅的・統括的 

に管理する。 

Ｄ．グループ会社は、経営上の重要な案件については、当行との間に定める協議・報告に関する基準に 

したがい、当行に事前協議のうえ意思決定するほか、組織規程で定める機構、事務分掌、職務権限 

にもとづいて効率的な業務執行を実現する。 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査等委員会の職務を補助する専属の使用人を配置する。 

⑦ 前号の使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会

の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

専属の使用人は他部署の使用人を兼務せず、その人事異動、人事考課、懲戒処分については監査等委

員会の意見を尊重する。また、専属の使用人はもっぱら監査等委員会の指揮命令にしたがう旨を規程に

明記する。 

⑧ 次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

Ａ．当行の取締役及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制 

ａ．取締役、執行役員及び使用人が監査等委員会へ報告する基準等について監査等委員である取締 

役と協議のうえ定めるとともに、当行又はグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事 

実を発見したときは、直ちに監査等委員である取締役に報告する。また、上記にかかわらず取 

締役、執行役員及び使用人は、監査等委員である取締役から報告を求められたときには、速や 

かに報告を行う。 

ｂ．内部通報制度の担当部署は、当行グループの役職員から通報があった場合、監査等委員会に通 

報事実を報告し、その後の調査・是正措置等の状況についても報告する。 

Ｂ．グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員 

会に報告をするための体制 

グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人は、当行の監査等委員会から業務執行に関 

する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行う。また、当行のグループ会社の運 

営統括部署、内部監査部署、リスク管理部署は、グループ会社におけるコンプライアンス、内部監 

査、リスク管理等の状況を当行の監査等委員会に定期的に報告する。 

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制 

監査等委員会へ報告を行った当行グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な

取扱いを行うことを禁止する旨を規程に明記し、全役職員に周知徹底する。 

⑩ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算を

設ける。また、監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をした

ときは、当該請求に係る費用又は債務が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除

き、速やかに当該費用又は債務を処理する。 

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役頭取は監査等委員である取締役と定期的に意見交換会を開催する。また、監査等委員である取

締役は、経営執行会議その他の重要な委員会等に出席できるものとする。その他、内部監査、法令等遵
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守、リスク管理、財務など内部統制に係わる部署は、監査等委員である取締役との円滑な意思疎通等連

携に努める。 

（2）当該体制の運用状況の概要 

当行では、業務の適正を確保するための体制等の整備と適切な運用のため、上記基本方針に基づく内 

部統制システムの整備状況について定期的に点検し、その結果を取締役会に報告しております。 

当事業年度における基本方針に基づく運用状況の概要は次のとおりです。 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会の承認を受け「コンプライアンス・プログラム」を年度毎に策定し、プログラムの進捗状況

については、半期毎にコンプライアンス委員会に報告いたしました。2019年度はコンプライアンス委員

会を8回開催し、取締役会直属の監査部による取締役会への内部監査結果報告を12回実施いたしました。 

また、マネー・ローンダリング等防止態勢の高度化に向け、管理態勢の整備を進めました。ただし、

継続的な顧客管理等の新たな課題を認識しており、引き続き対応してまいります。 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会、経営執行会議、ＡＬＭ委員会等の主要会議の議事録及び会議にて使用した資料については、

行内規程・要領に基づき、適切に作成・保存・管理しております。 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

信用リスクの状況については、半期毎に実施したローン・レビューの内容を取締役会に報告いたしま

した。市場リスク、流動性リスクの状況については、毎月開催したＡＬＭ委員会の内容を取締役会に報

告いたしました。2019年度は新型コロナウイルスの感染拡大によりマーケット環境が急変したことから

臨時ＡＬＭ委員会を1回開催し、ポートフォリオの状況報告と当面の運用方針について協議しました。

オペレーショナル・リスクの状況については、四半期毎に開催したオペレーショナル・リスク管理委員

会の内容を取締役会に報告いたしました。 

また、事業継続計画の実効性向上のため、大規模地震災害の発生を想定した訓練を実施いたしました。 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

定例取締役会を12回、臨時取締役会を1回開催いたしました。また、経営の重要事項等を協議する経

営執行会議を21回開催いたしました。 

⑤ 当行並びにグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

各グループ会社が、当行のコンプライアンス委員会に協議の上、コンプライアンス・プログラムを策

定し、実施状況を半期毎に当行へ報告いたしました。また、関連会社コンプライアンス・オフィサー会

議を2回開催いたしました。 

グループ会社に対しては、当行の監査部による監査を定期的に実施しております。2019年度は、グル

ープ会社3社に対して監査を実施いたしました。 

グループ会社で構成する「関連会社経営戦略会議」を2回開催し、グループ会社の事業計画や業務執

行状況等について確認しております。また、グループ会社からは、規程で定めている協議・報告基準に

より、業務執行状況に関する報告を受けております。 

グループ会社のリスク管理態勢については、リスク統括部署、リスク管理主管部署、報告態勢を規程

に定め、明確にしております。また、グループ会社からの報告に基づき、信用リスク、市場リスク、流

動性リスク、オペレーショナル・リスクについて計測し、適切に把握しております。 

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査等委員会の職務を補助する専属の使用人を1名配置しております。 

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項及び監査等委員会

の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

専属の使用人は他部署と兼務せず、その使用人に対する指揮命令権についても規程に明記しておりま

す。 

⑧ 次に掲げる体制その他の監査等委員会への報告に関する体制 

Ａ．当行の取締役及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制 

Ｂ．グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員 

会に報告をするための体制 

規程に基づき当行及びグループ会社から監査等委員会への報告を適切に実施しております。 



  

- 9 -  

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制 

監査等委員会へ報告を行った役職員の保護については規程に明記し、内部通報制度に基づく通報があ

った場合には、通報管理責任者が監査等委員会に通報事実及び調査・是正措置等の状況について報告す

る体制としております。 

⑩ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

毎年、監査等委員の職務執行に必要な経費を予算計上し、職務執行について生ずる費用の前払い等の

請求があった場合には、当該請求に係る費用又は債務を適切に処理しております。 

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役頭取を含む業務執行取締役と監査役／監査等委員会との意見交換会を4回開催いたしました。

また、監査役／監査等委員は取締役会13回の全てに出席いたしました。 

監査部は、監査役／監査等委員に対して毎月監査結果を報告し、課題認識の共有及び意見交換を実施

しております。 
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③計算書類 
 

 株主資本等変動計算書 

 

第１１７期 
２０１９年４月 １日から 

２０２０年３月３１日まで 
株主資本等変動計算書 

 
（単位：百万円） 

 

株主資本  

資本金 

資本剰余金  利益剰余金  

自 己  

株 式 

株 主 

資 本 

合 計 

資 本 

準備金 

その他資 

本剰余金 

資 本 

剰余金 

合 計 

利 益 

準備金 

その他利益剰余金  利 益 

剰余金 

合 計 

固定資 
産圧縮 
積立金 

別 段 
積立金 

繰 越 
利 益 
剰余金 

当 期 首 残 高 20,705 15,516 - 15,516 17,584 168 221,829 31,198 270,781 △724 306,278 

当 期 変 動 額            

固定資産圧縮積立金の取崩 - - - - - △5 - 5 - - - 

 別 段 積 立 金 の 積 立 - - - - - - 5,000 △5,000 - - - 

 剰 余 金 の 配 当 - - - - - - - △4,070 △4,070 - △4,070 

 当 期 純 利 益 - - - - - - - 10,478 10,478 - 10,478 

 自 己 株 式 の 取 得 - - - - - - - - - △268 △268 

 自 己 株 式 の 処 分 - - 3 3 - - - - - 45 48 

 土地再評価差額金の取崩 - - - - - - - 297 297 - 297 

 株主資本以外の項目の 
 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

- - - - - - - - - - - 

当 期 変 動 額 合 計 - - 3 3 - △5 5,000 1,711 6,706 △223 6,486 

当 期 末 残 高 20,705 15,516 3 15,520 17,584 163 226,829 32,910 277,487 △947 312,765 

 

 評価・換算差額等 
新株予約権 純資産合計 その他有価証

券評価差額金 
繰延ヘッジ 

損益 
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当 期 首 残 高 53,623 △8 2,820 56,434 292 363,006 

当 期 変 動 額       

固定資産圧縮積立金の取崩 - - - - - - 

 別 段 積 立 金 の 積 立 - - - - - - 

 剰 余 金 の 配 当 - - - - - △4,070 

 当 期 純 利 益 - - - - - 10,478 

 自 己 株 式 の 取 得 - - - - - △268 

 自 己 株 式 の 処 分 - - - - - 48 

 土地再評価差額金の取崩 - - - - - 297 

 株主資本以外の項目の 
 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

△16,508 17 △297 △16,788 △11 △16,800 

当 期 変 動 額 合 計 △16,508 17 △297 △16,788 △11 △10,313 

当 期 末 残 高 37,115 8 2,522 39,646 281 352,692 
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 個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

1．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法

人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるもの

については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全

部純資産直入法により処理しております。 

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1．及び2．(1)と同じ方法により行っ

ております。 

  3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、建物については定額法、動産については定率法を採用しております。また、主な耐用年数

は次のとおりであります。 

     建物    15年～50年 

 その他    5年～15年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内におけ

る利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

6．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会

計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年3月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当す

る債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予

想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間

における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念

先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権について

は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者単体又

はグループでの与信額から担保等による保全額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本

の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キ

ャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金

とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施

しております。 
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(2) 投資損失引当金 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認

められる額を計上しております。 

(3) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年

度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年

度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理

計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。 

    過去勤務費用    その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法によ

り損益処理 

    数理計算上の差異  各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理 

(5) 株式給付引当金 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行取締役（監査等委員である取締役を除く）及び当行執行

役員への当行株式等の給付に備えるため、株式等給付見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認め

られる額を計上しております。 

(6) 睡眠預金払戻損失引当金 

    睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、必要

と認められる額を計上しております。 

  (7) その他の偶発損失引当金 

その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性

のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。 

7．ヘッジ会計の方法 

 (1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の固定金利貸出金に対して個別に

金利スワップ取引等の紐付けを行い、金利スワップの特例処理、あるいは繰延ヘッジによっております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取

引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 

2002年7月29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭

債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段

とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを

確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有

価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在しているこ

と等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

8．消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有

形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 
 
追加情報 

（信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

  信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結計算書類に同一の内容を記載しているた

め、記載を省略しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

1．関係会社の株式及び出資金総額   7,139百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は3,870百万円、延滞債権額は40,353百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第1項第3

号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、3カ月以上延滞債権はありません。 

なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は15,218百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は59,442百万円でありま

す。 

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は、9,860百万円であります。 

7．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参

加元本金額のうち、貸借対照表計上額は、45,669百万円であります。 

8．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

 有価証券 759,886百万円 

 貸出金 262,817百万円 

 その他資産 590百万円 

担保資産に対応する債務  

 預 金 98,068百万円 

 コールマネー 10,883百万円 

 債券貸借取引受入担保金 443,097百万円 

 借用金 432,000百万円 

 その他負債 680百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、その他資産40,017百万円を差し入れております。 

また、その他の資産には、保証金705百万円が含まれております。 

9．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、870,651百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又

は任意の時期に無条件で取消可能なものが797,163百万円あります。 

 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の

変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額

の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証

券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に

応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 
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10．土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 1998年3月31日 

同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令

第119号）第2条第4号に定める、地価税法第16条に規定する

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した

価額に合理的な調整を行って算出する方法と、同条第5号に

定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。 

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の

再評価後の帳簿価額の合計額との差額   8,289百万円 

11．有形固定資産の減価償却累計額   46,700百万円 

12．有形固定資産の圧縮記帳額   771百万円 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する当行の保証

債務の額は82,333百万円であります。 

14．取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額   390百万円 

15．関係会社に対する金銭債権総額   30,770百万円 

16．関係会社に対する金銭債務総額   17,431百万円 

 

（損益計算書関係） 

1．関係会社との取引 

関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額         98百万円 

役務取引等に係る収益総額         211百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額   87百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額          5百万円 

役務取引等に係る費用総額         213百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額  893百万円 
 
2．「その他の経常費用」には、貸出債権等の売却に伴う損失142百万円及び基幹システムの移行に伴う一時費用

1,712百万円を含んでおります。 
 
3．当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております（ただし、連携して営業を行っている出張所は当

該営業店単位に含む）。また、本部、システム・集中センター、社宅・寮、厚生施設等については、独立したキ

ャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。賃貸資産は、原則賃貸先毎にグルーピ

ングを行っております。 

このうち、以下の資産グループ（営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下がみられる営業店舗及び

継続的な地価の下落等がみられる遊休資産並びに使用中止予定のソフトウエア）について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

山陰地区 営業店舗 土地・建物 104百万円 

山陰地区 遊休資産 土地・建物・動産・ソフトウエア 599百万円 

その他 営業店舗 建物 0百万円 

合 計   704百万円 
   

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額（有形固定資産については不動産鑑定評価基準又は路線

価等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除した額）としております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

1．自己株式の種類及び株式数に関する事項                   （単位：千株） 

  
当事業年度 

期首株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度 

末株式数 
摘要 

自己株式      

  普通株式 957 522 61 1,417 （注） 

 合計 957 522 61 1,417  

（注1） 当事業年度期首及び当事業年度末の自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式537千

株及び1,007千株がそれぞれ含まれております。 

（注2） 自己株式の増加のうち520千株は株式給付信託（ＢＢＴ）による市場買付、1千株は単元未満株式の買取

請求によるものであります。また、自己株式の減少のうち9千株は新株予約権の行使、51千株は株式給付

信託（ＢＢＴ）による給付、0千株は単元未満株式の買増請求によるものであります。 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

1．売買目的有価証券（2020年3月31日現在） 

 当事業年度の損益に含ま 

れた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △ 0 
 
2．満期保有目的の債券（2020年3月31日現在） 

 
種類 

貸借対照表計上額

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が貸借対

照表計上額を

超えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 21,124 21,168 44 

その他 － － － 

小計 21,124 21,168 44 

時価が貸借対

照表計上額を

超えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 61,209 60,792 △ 416 

その他 － － － 

小計 61,209 60,792 △ 416 

合計 82,333 81,960 △ 372 
 

3．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2020年3月31日現在） 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 － － － 

関連法人等株式 － － － 

合計 － － － 

 （注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

子会社・子法人等株式 3,675 

関連法人等株式 － 

合計 3,675 

     これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」には含めておりません。 



  

- 16 -  

4．その他有価証券（2020年3月31日現在） 

 
種類 

貸借対照表計上額

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の 

株式 40,120 21,012 19,108 

債券 781,584 751,943 29,641 

 国債 550,852 524,718 26,133 

 地方債 150,781 148,933 1,847 

 短期社債 － － － 

 社債 79,951 78,291 1,660 

その他 396,445 375,958 20,486 

小計 1,218,150 1,148,914 69,236 

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの 

株式 7,122 9,147 △ 2,024 

債券 82,980 83,266 △ 285 

 国債 14,971 15,028 △ 56 

 地方債 66,503 66,729 △ 226 

 短期社債 － － － 

 社債 1,505 1,508 △ 2 

その他 236,382 249,938 △ 13,556 

小計 326,484 342,351 △ 15,866 

合計 1,544,635 1,491,265 53,369 
 
  （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額 

（百万円） 

株式 2,592 

その他 22,802 

合計 25,394 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。 

 

5．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 

 売却原価 

（百万円） 

売却額 

（百万円） 

売却損益 

（百万円） 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 157 180 22 

その他 － － － 

合計 157 180 22 

 （売却の理由）買入消却によるものであります。 
 
 
6．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 

 売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 2,937 1,473 2 

債券 － － － 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 － － － 

その他 49,883 2,244 1,349 

合計 52,820 3,717 1,352 
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7．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の

時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものに

ついては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、

「減損処理」という。）しております。 

当事業年度における減損処理額は1,187百万円（うち債券99百万円、株式1,087百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断されるのは、下記(1)または(2)の①から③のいずれかに該当した場合

としております。 

(1) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ50％以上下落した場合。 

(2) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ30％以上下落した場合。 

   ①株式・投資信託は、時価が基準日から起算して過去1年間に一度も取得原価の70％を超えていない場合。

ただし、基準日より1年以内に新規取得した銘柄で30％以上下落した銘柄は、個別にその下落要因等を検

討し、回復可能性の判定を行う。 

   ②株式は、当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、または2期連続して当期損失を計上した場合。 

   ③債券は、時価の下落が金利の上昇ではなく、信用リスクの増大に起因する場合。 

 

（金銭の信託関係） 

1．運用目的の金銭の信託（2020年3月31日現在） 

 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含まれ

た評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 4,955 － 
 
2．満期保有目的の金銭の信託（2020年3月31日現在） 

該当事項はありません。 
 
3．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年3月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 
 
繰延税金資産   

貸倒引当金 11,687 百万円 

 減価償却費 787 百万円 

 固定資産の減損損失 2,374 百万円 

 有価証券減損処理 646 百万円 

退職給付引当金 2,736 百万円 

 その他   3,312 百万円 

繰延税金資産小計 21,545 百万円 

評価性引当額 △ 2,041 百万円 

繰延税金資産合計 19,504 百万円 

繰延税金負債   

 固定資産圧縮積立金 85 百万円 

前払年金費用 1,689 百万円 

その他有価証券評価差額金    16,261 百万円 

 繰延ヘッジ利益 3 百万円 

その他     54 百万円 

繰延税金負債合計   18,094 百万円 

繰延税金資産の純額   1,409 

 

百万円 
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（1株当たり情報） 

1．1株当たりの純資産額   2,265円44銭 

2．1株当たりの当期純利益金額   67円15銭 

3．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   66円98銭 
 

1株当たりの純資産額の算定上、自己株式に計上した株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式数（1,007

千株）は、当事業年度末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、1株当たりの当期純

利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上、自己株式に計上した株式給付信託（ＢＢＴ）

が保有する当行株式の当事業年度平均株式数（523千株）は、当事業年度平均株式数の計算において控除する自

己株式数に含めております。 
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④連結計算書類 
 連結株主資本等変動計算書 

 

第１１７期 
２０１９年４月 １日から 

２０２０年３月３１日まで 
 

連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

 株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 20,705 21,381 276,800 △724 318,162 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当 - - △4,070 - △4,070 

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 
- - 10,467 - 10,467 

自 己 株 式 の 取 得 - - - △268 △268 

自 己 株 式 の 処 分 - 3 - 45 48 

土地再評価差額金の取崩 - - 297 - 297 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
- - - - - 

当 期 変 動 額 合 計 - 3 6,694 △223 6,474 

当 期 末 残 高 20,705 21,385 283,495 △947 324,637 

 
 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 
非支配 

株主持分 
純資産合計 その他有

価証券評

価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

土地再評

価差額金 

退職給付 

に係る調 

整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当 期 首 残 高 54,697 △8 2,820 △4,792 52,716 292 1,326 372,498 

当 期 変 動 額         

剰 余 金 の 配 当 - - - - - - - △4,070 

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 
- - - - - - - 10,467 

自 己 株 式 の 取 得 - - - - - - - △268 

自 己 株 式 の 処 分 - - - - - - - 48 

土地再評価差額金の取崩 - - - - - - - 297 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△16,506 17 △297 △522 △17,308 △11 △2 △17,323 

当 期 変 動 額 合 計 △16,506 17 △297 △522 △17,308 △11 △2 △10,848 

当 期 末 残 高 38,191 8 2,522 △5,314 35,407 281 1,323 361,650 
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

会計方針に関する事項 

1．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証

券については原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただ

し時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っており

ます。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

(2)  金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1．及び2．(1)と同じ方法により行っ

ております。 

3．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4．固定資産の減価償却の方法 

(1)  有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、建物については定額法、動産については定率法を採用しております。また、主な耐

用年数は次のとおりであります。 

       建物   15年～50年 

       その他    5年～15年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法

により償却しております。 

(2)  無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行並びに

連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しております。 

(3)  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、

リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残

価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5．貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計

士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年3月17日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失

額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の過去の一定期間における

平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相

当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額の

うち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額か

ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。 

なお、破綻懸念先及び要注意先のうち貸出条件を緩和した一定の債権等を有する債務者等で、債務者単体又は

グループでの与信額から担保等による保全額を控除した金額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回

収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシ

ュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方

法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施し

ております。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認

めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上

しております。 
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6．投資損失引当金の計上基準 

投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認め

られる額を計上しております。 

7．賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計

年度に帰属する額を計上しております。 

8．株式給付引当金の計上基準 

株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく当行取締役（監査等委員である取締役を除く）及び当行執行役

員への当行株式等の給付に備えるため、株式等給付見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認め

られる額を計上しております。 

9．役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、連結される子会社及び子法人等において、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、

同役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上し

ております。 

10．睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止し、利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、必要と

認められる額を計上しております。 

11．その他の偶発損失引当金の計上基準 

その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性の

ある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。 

12．特別法上の引当金の計上基準 

特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失に備えるため、連結される子会社

が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出

した額を計上しております。 

13．退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については給

付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであり

ます。 

   過去勤務費用    その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により

損益処理 

   数理計算上の差異  各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に

係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

14．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算し

ております。 

15．重要なヘッジ会計の方法 

(1)  金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の固定金利貸出金に対して

個別に金利スワップ取引等の紐付けを行い、金利スワップの特例処理、あるいは繰延ヘッジによっております。 

(2)  為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25

号 2002年7月29日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建

金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ

手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 
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また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有

価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在しているこ

と等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。 

16．消費税等の会計処理 

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお

ります。 

 

未適用の会計基準等 

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日） 

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日） 

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日） 

 

1．概要 

   国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算

定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関す

るガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。 

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品 

2．適用予定日 

   2022年3月期の期首より適用予定であります。 

3．当該会計基準等の適用による影響 

 当該会計基準等の適用による影響額は、当連結計算書類の作成時において評価中であります。 

 

追加情報 

（信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当行は、中長期的な業績の向上と、企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当行の取締役（監

査等委員である取締役を除く）及び執行役員（以下、「取締役等」という。）に対し、「株式給付信託（ＢＢＴ）」を

導入しております。 

1．取引の概要 

本制度のもと当行は、対象となる取締役等に対し当行が定めた役員株式給付規程に基づき、事業年度毎にポイ

ントを付与し、取締役等の退任時に累計ポイントに相当する当行株式及び当行株式を退任日時点の時価で換算し

た金額相当の金銭（以下、「当行株式等」という。）を信託を通じて給付します。取締役等に対し給付する当行株

式等については、予め信託設定した金銭により取得し、信託財産として分別管理しております。 

2．信託が保有する当行株式 

信託が保有する当行株式を信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当

連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は616百万円、株式数は1,007千株であります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

1．関係会社の株式及び出資金総額（連結子会社及び連結子法人等の株式及び出資金を除く）   3,687百万円 

2．貸出金のうち、破綻先債権額は3,870百万円、延滞債権額は40,353百万円であります。 

  なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は

利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除

く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第1項第3

号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

3．貸出金のうち、3カ月以上延滞債権はありません。 

  なお、3カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で

破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
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4．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は15,218百万円であります。 

  なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払

猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及

び3カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

5．破綻先債権額、延滞債権額、3カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は59,442百万円でありま

す。 

  なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け

入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は、9,860百万円であります。 

7．ローン・パーティシペーションで、「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（日本公認会計士

協会会計制度委員会報告第3号 2014年11月28日）に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参

加元本金額のうち、連結貸借対照表計上額は、45,669百万円であります。 

8．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

 有価証券 759,886百万円 

 貸出金 262,817百万円 

 リース債権及びリース投資資産 13,844百万円 

 その他資産 1,622百万円 

担保資産に対応する債務  

預 金 98,068百万円 

コールマネー及び売渡手形 10,883百万円 

  債券貸借取引受入担保金 443,097百万円 

 借用金 444,887百万円 

 その他負債 680百万円 

  上記のほか、為替決済等の取引の担保として、その他資産40,017百万円を差し入れております。 

また、その他資産には、保証金655百万円が含まれております。 

9．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、

契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約でありま

す。これらの契約に係る融資未実行残高は、862,156百万円であります。このうち原契約期間が1年以内のもの又

は任意の時期に無条件で取消可能なものが788,667百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。

これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結さ

れる子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条

項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約

後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与

信保全上の措置等を講じております。 

10．土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 1998年3月31日 

同法律第3条第3項に定める 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2

条第4号に定める、地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法と、同条第5

号に定める不動産鑑定士による鑑定評価を併用。 

  同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額   8,289百万円 
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11．有形固定資産の減価償却累計額  48,762百万円 

12．有形固定資産の圧縮記帳額   1,265百万円 

13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債務の

額は82,333百万円であります。 

14．当行の取締役との間の取引による取締役に対する金銭債権総額   390百万円 

（連結損益計算書関係） 

1．「その他の経常費用」には、貸出金償却20百万円、株式等償却1,124百万円、貸出債権等の売却に伴う損失216

百万円及び基幹システムの移行に伴う一時費用1,712百万円を含んでおります。  

2．当行は、管理会計上の最小単位を営業店単位としております（ただし、連携して営業を行っている出張所は当

該営業店単位に含む）。また、本部、システム・集中センター、社宅・寮、厚生施設等については、独立したキ

ャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としております。賃貸資産は、原則賃貸先毎にグルーピン

グを行っております。 

  また、連結される子会社及び子法人等は、主として各社を1単位としてグルーピングを行っております。 

  このうち、以下の資産グループ（営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下がみられる営業店舗及び継

続的な地価の下落等がみられる遊休資産並びに使用中止予定のソフトウエア）について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、減損損失として計上しております。 

地 域 主な用途 種 類 減損損失 

山陰地区 営業店舗 土地・建物 107百万円 

山陰地区 遊休資産 土地・建物・動産・ソフトウエア 703百万円 

その他 営業店舗 建物 0百万円 

合 計   812百万円 
 
  当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額（有形固定資産については不動産鑑定評価基準又は路線価

等に基づき評価した額から処分費用見込額を控除した額）としております。 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項       (単位：千株) 

 
当連結会計年度 

期首株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度 

末株式数 
摘要 

発行済株式      

  普通株式 156,977 － － 156,977  

 合計 156,977 － － 156,977  

自己株式      

  普通株式 957 522 61 1,417 (注) 

 合計 957 522 61 1,417  

(注1)  当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の自己株式には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株

式537千株及び1,007千株がそれぞれ含まれております。 

(注2)  自己株式の増加のうち520千株は株式給付信託（ＢＢＴ）による市場買付、1千株は単元未満株式の買

取請求によるものであります。また、自己株式の減少のうち9千株は新株予約権の行使、51千株は株式給

付信託（ＢＢＴ）による給付、0千株は単元未満株式の買増請求によるものであります。 

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権 

の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高 

（百万円） 

摘要 当連結会計 

年度期首 

当連結会計 

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当行 

ストック・ 

オプション 

としての 

新株予約権 

－ 281 

 

 

 

 

合計 － 281  
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3．配当に関する事項 

(1) 当連結会計年度中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 
1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

2019年6月25日 

定時株主総会 普通株式 2,974百万円 19円 2019年3月31日 2019年6月26日 

2019年11月11日 

取締役会 
普通株式 1,095百万円 7円 2019年9月30日 2019年12月6日 

合計 － 4,070百万円 － － － 

 
（注）2019年6月25日定時株主総会決議及び2019年11月11日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信

託（ＢＢＴ）が保有する当行株式に対する配当金10百万円及び3百万円がそれぞれ含まれております。 
 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となるもの 

（決議予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
1株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

2020年6月25日 

定時株主総会 普通株式 2,035百万円 利益剰余金 13円 2020年3月31日 2020年6月26日 

 
（注）2020年6月25日定時株主総会（決議予定）による配当金の総額には、株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する

当行株式に対する配当金13百万円が含まれております。 

 

（金融商品関係） 

1．金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、預金業務、貸出業務等の銀行業務を中心に金融サービスに係る事業を行っております。そ

のため、金利変動による金融資産及び金融負債の価値や収益の変動リスク（金利リスク）や、取引先の倒産や

経営状態の悪化により、貸出金の元本や利息の回収が困難になり損失を被るリスク（信用リスク）を有してお

ります。また、有価証券投資業務においては、金利リスク、信用リスクに加え、株式などの価格変動リスクを

有しております。当行では、これらリスクの適正化と収益の極大化を目指して、資産及び負債の総合的管理（Ａ

ＬＭ）を行っております。また、その一環として、デリバティブ取引も行っております。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

    当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先に対する貸出金であり、取引先の契約不履行に

よってもたらされる信用リスク及び金利リスクを有しております。また、有価証券は、主に債券及び株式であ

り、売買目的、満期保有目的及びその他有価証券として保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用

リスク、金利リスク及び価格変動リスクを有しております。 

当行グループが保有する金融負債は、主として国内の取引先の預金であり、金利リスクを有しております。

また、借入金は、一定の環境の下で当行グループが市場を利用できなくなる場合など、支払期日にその支払い

を実行できなくなる流動性リスクを有しております。 

デリバティブ取引について、通貨関連取引には先物為替予約、通貨スワップ、通貨オプションがあり、金利

関連取引には金利スワップ取引や金利先物取引があります。このうち、金利スワップや先物為替予約などのヘ

ッジ目的のデリバティブ取引で、要件を満たすものについては行内規程に基づいてヘッジ会計を適用しており

ます。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

信用リスクの管理は、「内部格付制度」をベースとして、「個別案件の厳正な審査・管理（ミクロの信用リス

ク管理）」と、「信用リスクの計量化によるポートフォリオの管理と適切な運営（マクロの信用リスク管理）」

及び「厳正な自己査定とそれに伴う適切な償却・引当の実施」を基本に行っております。 

リスク量の管理態勢としては、自己査定・格付、償却・引当の状況、ＶａＲ等リスク計量化の状況、与信集

中の状況、貸出採算の状況、不良債権処理の状況等について、定期的にローンレビュー（経営執行会議）や信

用リスク管理委員会、ＡＬＭ委員会を開催し、報告を行っているほか、必要に応じて経営執行会議を開催し、



  

- 26 -  

協議等を行っております。また、信用リスクに対し資本配賦を行い、モニタリングすることで、経営体力（自

己資本）の範囲内にリスク量をバランスさせております。 

②市場リスクの管理 

 (ⅰ) 市場リスクの管理に係る定性的情報 

市場リスクの管理については、内部管理上、ＶａＲから評価損益と実現損益を差し引いた実質リスクを用

いて、リスク量を把握・管理しております。 

また、市場リスクに対し資本配賦を行い、モニタリングすることで、経営体力（自己資本）の範囲内にリ

スク量をバランスさせております。 

管理態勢としては、実質リスクやＶａＲの水準について日次で把握・管理を行っているほか、月次で行わ

れるＡＬＭ委員会においても実質リスクやＶａＲの水準、評価損益額などを報告し、リスク量の把握、適切

なリスクコントロールの手段の協議・決定を行っております。 

(ⅱ) 市場リスクの管理に係る定量的情報 

     （ｱ）有価証券リスク 

当行では、保有する有価証券に関するＶａＲの算出においては、原則ヒストリカル・シミュレーショ

ン法を採用しております。なお、一部時価の把握が困難な商品（ＣＭＯ、投資信託以外のその他の証券、

非上場株式）については、取得原価等に対して一定の掛け目を乗じてリスク量を算出しております。 

ＶａＲ計測の前提条件は、保有期間60日（ただし政策投資株式は120日）、信頼水準99％、観測期間1年

として、日次で計測を行っております。 

当連結会計年度末現在におけるＶａＲは57,870百万円、実質リスクは3,422百万円となっております。 

なお、当行では、使用するＶａＲモデルについて、ＶａＲと日次損益を比較するバックテスティング

を実施し、有効性を検証しております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した

一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況

下におけるリスクは捕捉できない場合があります。 

    （ｲ）預貸金利リスク（有価証券以外の金融商品） 

当行では、預金及び貸出金等の金利リスクの影響を受ける金融商品（有価証券を除く）に関するＶａ

Ｒの算出においては、分散・共分散法を採用しております。また、流動性預金については、コア預金内

部モデルを採用しております。なお、一部オプションを内包した貸出については、残高に一定の掛け目

を乗じてリスク量を算出しております。 

ＶａＲ計測の前提条件は、保有期間60日、信頼水準99％、観測期間1年として、月次でリスク量の計測

を行っております。当連結会計年度末現在における預貸金利リスク量は、△15,975百万円となっており

ます。なお、預貸金利リスクの計測対象としている金融商品においては、当連結会計年度末現在で指標

となる金利が上昇した場合には、全体では価値が高まるため、内部管理上ではリスク量を負の値として

計測しております。 

ただし、ＶａＲは過去の金利変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計

測しており、通常では考えられないほど金利環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合

があります。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

流動性リスクについては、日々資金ギャップ限度額による管理を行っております。また、月次ベースで資金

繰りの予想・実績を作成し、計画との差異を検証しております。 

さらに、緊急時に備えて組織体制や対応策などをまとめたコンティンジェンシープランを策定しております。

なお、当行では国債等流動化可能債券やその他流動性の高い資産を潤沢に保有しており、流動性リスクに対し

て万全の態勢を整備しております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。 
 



  

- 27 -  

2．金融商品の時価等に関する事項 

 2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、連

結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目及び時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、

次表には含めておりません。 

 連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時 価 

（百万円） 

差 額 

（百万円） 

(1) 現金預け金 571,248 571,248 － 

(2) 有価証券    

  満期保有目的の債券 82,736 82,357 △ 378 

  その他有価証券 1,546,423 1,546,423 － 

(3) 貸出金 3,322,376   

   貸倒引当金(*1) △ 38,343   

 3,284,033 3,349,325 65,292 

資産計 5,484,442 5,549,356 64,913 

(1) 預金 3,911,792 3,912,639 847 

(2) 譲渡性預金 309,400 309,400 － 

(3) コールマネー及び売渡手形 108,793 108,793 － 

(4) 債券貸借取引受入担保金 443,097 443,097 － 

(5) 借用金 447,717 447,711 △ 5 

負債計 5,220,800 5,221,642 841 

デリバティブ取引(*2)    

ヘッジ会計が適用されていないもの 322 322 － 

ヘッジ会計が適用されているもの 1,177 1,177 － 

デリバティブ取引計 1,499 1,499 － 

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。なお、合計で正味の債

務となる項目はありません。 

 

(注1) 金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(1) 現金預け金 

これらは、満期のないもの又は残存期間が短期間（1年以内）のものであり、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(2) 有価証券 

株式は取引所の価格を時価としております。債券は日本証券業協会等の公表市場価格、情報ベンダー算

定価格、ブローカー提示価格の優先順位で時価としております。投資信託は公表基準価格、ブローカー提

示価格の優先順位で時価としております。 

自行保証付私募債は、内部格付、保全、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を

行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。 

(3) 貸出金 

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なって

いない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利に

よるものは、貸出金の種類及び内部格付、保全、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規

貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間（1年

以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ･フローの現

在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は帳簿価額

から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

なお、ヘッジ会計により、ヘッジ対象となる貸出金と一体として処理されている金利スワップ取引の時

価を含めて記載しております。 



  

- 28 -  

負 債 

(1) 預金 

 要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期預金の時価は、預金の種類及び期間に区分して、将来のキャッシュ･フローを割り引いて現在価

値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、

残存期間が短期間（1年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

(2) 譲渡性預金 

これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(3) コールマネー及び売渡手形 

これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(4) 債券貸借取引受入担保金 

これらは、残存期間が短期間（1年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(5) 借用金 

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、残存期間が短期間（1年以

内）のものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

デリバティブ取引 

       取引所の価格のほか、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。なお、金利

スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その

時価は、当該貸出金の時価に含めて記載しております。 
 
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融

商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。 

 区分 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

①非上場株式(*1) (*2) 2,717 

②組合出資金(*3) 15,945 

③その他 7,093 

合計 25,757 

(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時

価開示の対象とはしておりません。 

(*2) 当連結会計年度において、非上場株式について27百万円減損処理を行っております。 

(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので

構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 
 
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額                                                                   

 
1年以内 

（百万円） 

1年超 

3年以内 

（百万円） 

3年超 

5年以内 

（百万円） 

5年超 

7年以内 

（百万円） 

7年超 

10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

預け金 527,166 － － － － － 

有価証券 247,718 271,262 127,399 100,800 219,287 253,361 

満期保有目的の債券 11,212 36,516 29,875 5,030 100 － 

その他有価証券のうち 

満期があるもの 236,506 234,746 97,524 95,770 219,187 253,361 

貸出金 868,819 629,843 435,700 342,270 303,936 741,805 

合計 1,643,704 901,106 563,100 443,071 523,223 995,166 
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(注4) 預金、借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額                                                           

 
1年以内 

（百万円） 

1年超 

3年以内 

（百万円） 

3年超 

5年以内 

（百万円） 

5年超 

7年以内 

（百万円） 

7年超 

10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

預金(*) 3,442,975 427,141 41,675 － － － 

譲渡性預金 309,400 － － － － － 

コールマネー及び売渡手形 108,793 － － － － － 

債券貸借取引受入担保金 443,097 － － － － － 

借用金 6,990 268,522 172,205 － － － 

合計 4,311,256 695,663 213,880 － － － 

(*) 預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて記載しております。 

 

（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。 

  1．売買目的有価証券（2020年3月31日現在） 

 当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 △0 
 
2．満期保有目的の債券（2020年3月31日現在） 

 
種類 

連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えるもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 21,124 21,168 44 

その他 － － － 

小計 21,124 21,168 44 

時価が連結

貸借対照表

計上額を超

えないもの 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 61,512 61,092 △ 420 

その他 100 97 △ 2 

小計 61,612 61,189 △ 422 

合計 82,736 82,357 △ 378 
 



  

- 30 -  

3．その他有価証券（2020年3月31日現在） 

 
種類 

連結貸借対照表 

計上額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えるも

の 

株式 41,859 21,067 20,791 

債券 781,584 751,943 29,641 

国債 550,852 524,718 26,133 

地方債 150,781 148,933 1,847 

短期社債 － － － 

社債 79,951 78,291 1,660 

その他 396,445 375,958 20,486 

小計 1,219,889 1,148,969 70,919 

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

株式 7,171 9,200 △ 2,028 

債券 82,980 83,266 △ 285 

国債 14,971 15,028 △ 56 

地方債 66,503 66,729 △ 226 

短期社債 － － － 

社債 1,505 1,508 △ 2 

その他 236,382 249,938 △ 13,556 

小計 326,534 342,405 △ 15,870 

合計 1,546,423 1,491,375 55,048 
 

4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 

 

 

売却原価 

（百万円） 

売却額 

（百万円） 

売却損益 

（百万円） 

国債 － － － 

地方債 － － － 

短期社債 － － － 

社債 157 180 22 

その他 － － － 

合計 157 180 22 

 （売却の理由）買入消却によるものであります。 
 

5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 

 

 

売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 2,945 1,480 2 

債券 － － － 

 国債 － － － 

 地方債 － － － 

 短期社債 － － － 

 社債 － － － 

その他 49,883 2,244 1,358 

合計 52,829 3,724 1,361 
 

6．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の

時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものに

ついては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処

理（以下、「減損処理」という。）しております。 

当連結会計年度における減損処理額は1,196百万円（うち債券99百万円、株式1,096百万円）であります。 

また、時価が「著しく下落した」と判断されるのは、下記(1)または(2)の①から③のいずれかに該当した場合
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としております。 

(1) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ50％以上下落した場合。 

(2) 基準日の時価が取得原価又は償却原価に比べ30％以上下落した場合。 

   ①株式・投資信託は、時価が基準日から起算して過去1年間に一度も取得原価の70％を超えていない場合。

ただし、基準日より1年以内に新規取得した銘柄で30％以上下落した銘柄は、個別にその下落要因等を検

討し、回復可能性の判定を行う。 

   ②株式は、当該株式の発行会社が債務超過の状態にある場合、または2期連続して当期損失を計上した場合。 

   ③債券は、時価の下落が金利の上昇ではなく、信用リスクの増大に起因する場合。 

 

（金銭の信託関係） 

1．運用目的の金銭の信託（2020年3月31日現在） 

 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

当連結会計年度の損益に含ま

れた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 4,955 － 
 
2．満期保有目的の金銭の信託（2020年3月31日現在） 

該当事項はありません。 
 
3．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2020年3月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 

1．1株当たりの純資産額   2,314円51銭 

2．1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額   67円7銭 

3．潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額   66円91銭 
 

1株当たりの純資産額の算定上、自己株式に計上した株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式数（1,007

千株）は、当連結会計年度末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、1株当たりの親

会社株主に帰属する当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額の算定

上、自己株式に計上した株式給付信託（ＢＢＴ）が保有する当行株式の当連結会計年度平均株式数（523千株）

は、当連結会計年度平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。 
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（ストック・オプション等関係） 

1．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 

2．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）株式数に換算して記載しております。 

 
2008年ストック・ 

オプション 

2009年ストック・ 

オプション 

2010年ストック・ 

オプション 

付与対象者の区分及び人数 
当行取締役  17名 

当行監査役   5名 

当行取締役  17名 

当行監査役   5名 

当行取締役  17名 

当行監査役   5名 

株式の種類別のストック・ 

オプションの数（注） 
普通株式 163,500株 普通株式 180,700株 普通株式 224,000株 

付与日 2008年7月25日 2009年7月23日 2010年7月23日 

権利確定条件 定めておりません 定めておりません 定めておりません 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 

権利行使期間 
2008年7月26日から 

2033年7月25日まで 

2009年7月24日から 

2034年7月23日まで 

2010年7月24日から 

2035年7月23日まで 

 
2011年ストック・ 

オプション 

2012年ストック・ 

オプション 

2013年ストック・ 

オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当行取締役   8名 

当行監査役   5名 

当行執行役員 10名 

当行取締役   8名 

当行監査役   5名 

当行執行役員 10名 

当行取締役   8名 

当行監査役   5名 

当行執行役員 10名 

株式の種類別のストック・ 

オプションの数（注） 
普通株式 258,000株 普通株式 281,800株 普通株式 202,100株 

付与日 2011年7月26日 2012年7月27日 2013年7月26日 

権利確定条件 定めておりません 定めておりません 定めておりません 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 

権利行使期間 
2011年7月27日から 

2036年7月26日まで 

2012年7月28日から 

2037年7月27日まで 

2013年7月27日から 

2038年7月26日まで 

 
2014年ストック・ 

オプション 

2015年ストック・ 

オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当行取締役   8名 

当行監査役   5名 

当行執行役員 11名 

当行取締役   8名 

当行監査役   5名 

当行執行役員 10名 

株式の種類別のストック・ 

オプションの数（注） 
普通株式 231,800株 普通株式 122,000株 

付与日 2014年7月25日 2015年7月24日 

権利確定条件 定めておりません 定めておりません 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 

権利行使期間 
2014年7月26日から 

2039年7月25日まで 

2015年7月25日から 

2040年7月24日まで 
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 
 

 
2008年ストック・ 

オプション 

2009年ストック・ 

オプション 

2010年ストック・ 

オプション 

権利確定前    

前連結会計年度末 21,700株 26,100株 34,300株 

付与 － － － 

失効 － － － 

権利確定 － － － 

未確定残 21,700株 26,100株 34,300株 

権利確定後    

前連結会計年度末 － － － 

権利確定 － － － 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 － － － 
  

 
2011年ストック・ 

オプション 

2012年ストック・ 

オプション 

2013年ストック・ 

オプション 

権利確定前    

前連結会計年度末 50,600株 66,300株 55,500株 

付与 － － － 

失効 － － － 

権利確定 － － － 

未確定残 50,600株 66,300株 55,500株 

権利確定後    

前連結会計年度末 － － － 

権利確定 － － － 

権利行使 － － － 

失効 － － － 

未行使残 － － － 
  

 
2014年ストック・ 

オプション 

2015年ストック・ 

オプション 

権利確定前   

前連結会計年度末 72,500株 68,900株 

付与 － － 

失効 － － 

権利確定 － 9,800株 

未確定残 72,500株 59,100株 

権利確定後   

前連結会計年度末 － － 

権利確定 － 9,800株 

権利行使 － 9,800株 

失効 － － 

未行使残 － － 
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②単価情報 

 2008年ストック・ 

オプション 

2009年ストック・ 

オプション 

2010年ストック・ 

オプション 

権利行使価格（注） 1円 1円 1円 

行使時平均株価 － － － 

付与日における公正な評価

単価（注） 
878円 804円 609円 

 
 2011年ストック・ 

オプション 

2012年ストック・ 

オプション 

2013年ストック・ 

オプション 

権利行使価格（注） 1円 1円 1円 

行使時平均株価 － － － 

付与日における公正な評価

単価（注） 
569円 500円 710円 

   
 2014年ストック・ 

オプション 

2015年ストック・ 

オプション 

権利行使価格（注） 1円 1円 

行使時平均株価 － 676円 

付与日における公正な評価

単価（注） 
677円 1,182円 

 
（注）1株当たりに換算して記載しております。 

 
3．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 
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連 結 計 算 書 類 の 作 成 方 針 

 
 

1．連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結される子会社及び子法人等           9社 

   松江不動産株式会社 

   合銀ビジネスサービス株式会社 

   株式会社山陰オフィスサービス 

   ごうぎん証券株式会社 

   山陰債権回収株式会社 

   山陰総合リース株式会社 

   ごうぎん保証株式会社 

   株式会社ごうぎんクレジット 

   ごうぎんキャピタル株式会社 
  

  (2) 非連結の子会社及び子法人等          11社 

    主要な会社名 

しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合 

とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合 

山陰中小企業支援3号投資事業有限責任組合 
 

非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分

に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団

の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外し

ております。 
  
2．持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等      0社 

 (2) 持分法適用の関連法人等              0社 

 (3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等    11社 

主要な会社名 

しまね大学発・産学連携投資事業有限責任組合 

とっとり大学発・産学連携投資事業有限責任組合 

山陰中小企業支援3号投資事業有限責任組合 

 (4) 持分法非適用の関連法人等            0社 

持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等は、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合

う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類

に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 
 
3．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結される子会社及び子法人等の決算日は、すべて3月末日であります。 

 


